
取組項目 印刷：2014/5/2

項　　　目 項目No分科会 備考
特別委報告9
平成23年3月17日

特別委報告17
平成23年8月29日

特別委報告20
平成23年11月28日

特別委報告27
平成25年2月22日

議会
決定年月日

内容 例規改正

A 出前議会（報告会との兼ね合いで検討） 3-⑤

B 休日、夜間議会（必要性、需要と効果） 3-⑥

C 答弁書の受領時期 1 第1 4-②
質問に入る直前の配
布を要求

平成25年3月5日
数値を事前に示す必要あ
りと認めたとき示す

D 反問権の付与 2 第1 4-④
付与しない。質問内
容の確認は休憩後可

平成25年3月5日
付与しない。質問内容
の確認は休憩後可

運営基準

E 常任委員会の数及び構成人員 3 第1 9-③
H24.2改選から
３→２委員会

平成23年12月13日
次期改選時から
３→２委員会

委員会条例
だより発行条例

13予算・決算審査における本会議の一括審議の検討 3 第1 9-③ 従来の分科会方式 平成23年12月13日従来の分科会方式

F 通年議会は特別委員会で運用を図る 10-②

1 自由討議の実際の運用 1-①

2 陳情、請願における提出者の発言機会の保障 2-①

3 公聴会、参考人招致の活用 2-②

4 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配信の需要見極めと導入 4 第1 3-①，②
導入すべき
継続調査

要綱等設置し運営すべき
25.12 定例会から実施 平成25年3月5日

要綱等設置し運営すべき
25.12 定例会から実施

5 議会報告会の実施内容、方法等の再検討 3-③ 要綱により実施 実施要綱

7 議会開催、日程等の住民への周知方法 3-⑨，5-⑤

18議会、委員会等の開催周知方法の検討 13-①

8 議員個々の賛否公開 5 第1 6-③
H24.3
定例会から実施

平成23年9月22日
H24.3
定例会から実施

9 傍聴者への議案、資料提供 6 第1 5-①
H24.3
無償配付

平成23年9月22日
H24.3
定例会から無償配付

10政策形成能力の強化と提案拡大 7 第2 6-③ 方針決定 平成23年12月13日方針決定 運営基準

6 特定テーマのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑや討論会実施の検討 7 第2 3-④ 方針決定 平成23年12月13日方針決定

11議会モニター制度や町民会議等を活用した政策提言 7 第2 7-② 継続調査

12委員会での継続審査（テーマ別審査）の実施 7 第2 9-① 方針決定 平成23年12月13日方針決定 運営基準

14特別委員会の運営方法（期間、任期等） 9-⑤

15委員協議会（懇談会）のあり方 9-⑦

16通年議会の実施検討 10-②

17議員費用弁償のH23.4以降の検討 8 第1 12-④
H23.4から
日額400円

平成23年3月22日
H23.4.1から
日額400円

議員の報酬等に関する条例

取組項目・方法　決定
（23.3.17議決）

No



　　　　　　　　　　　　H２５　行財政・議会活性化調査特別委員会　取組項目

No 分科会 備　　考
特別委報告27
平成25年2月22日

特別委報告32
平成25年11月28日

議会
決定年月日

内容 例規改正

1 町民も参加できる開かれた議会

① 本会議での公聴会、参考人招致 2
導入
12月定例会で提案

会議条例、会議規則、運営
基準、美里町議会の会議中
継に関する規程

② 議会モニター制度 今後の検討課題

2 自ら運営できる議会

① 通年議会 1
結論に至らず
今後も検討が必要

② 事務局体制の強化
結論に至らず
今後も検討が必要

3 議会基本条例の検討 2 今後の検討課題

4 議員経費の検討

① 議員定数 今後も検討が必要

② 議員報酬 1 今後も検討が必要

③ 議員期末手当 今後も検討が必要

④ 議員費用弁償 今後も検討が必要

⑤ 政務活動費 今後も検討が必要

取組項目・方法決定
（25.3.5議決）

項　　　　　目


